
2020年 9月 14日 

私費外国人留学生 各位  

学生センター長 

私費外国人留学生の授業料減免申請について 

 2020年度後期の授業料減免申請について下記の通り実施しますので、申請を希望される方は、 

期日内に所定の手続きを行って下さい。 

記 

■ 対象者 

修業年限を超えず、学業に精励する私費外国人留学生で、次のいずれかに該当する者に対して 

授業料の減免を行うことがあります。（ただし、研究生は対象になりません。） 

① 生活保護法による要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者 

② 長期の疾病、生業の不振又は失業のため生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者 

 

■ 申請書の配付及び申請期間 

内 容 日 時 申  請  場  所 

申 請 書 

の 配 付 

申請書は、学生ポータル 9 月 14 日付「私費外国

人留学生の授業料減免制度について」のお知らせ

に添付していますので、各自ダウンロードしてく

ださい。 

・中百舌鳥キャンパス 

学生課（A3棟 1階 3番窓口） 

 

・羽曳野キャンパス事務所 

 

・りんくうキャンパス事務所 
申 請 期 間 

 

2020年 9月 14日（月）～10月 9日（金） 

（土・日・祝日を除く） 

 
※新型コロナウイルスの影響で入国制限により

日本国内に入国できない方は、下記メールアド

レスまでご相談下さい。 

府大減免受付担当： 

fudai_genmen＠ao.osakafu-u.ac.jp 

 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出も可とします。 

郵送の場合は、申請期間内に到着した書類のみ審査対象となりますのでご注意ください。 

    郵送先：〒599-8531  大阪府堺市中区学園町 1-1 

大阪府立大学 学生課 授業料減免 担当 

TEL：072-254-8415 

※郵送の際はレターパックや書留など送達記録が残る方法で送付してください。 

 

■ 審査結果の通知について 

2020年 12月下旬を予定しています。申請者は、結果の通知があるまで後期授業料の納付が 

猶予されます。 

 

■ 注意事項 

授業料減免の申請は前期分と後期分の二期に分けて行っています。前期に申請した場合でも、後期

に改めて申請を行う必要がありますのでご注意ください。 
なお、国費留学生、外国政府派遣留学生、交換留学生（特別聴講学生、特別研究学生）は授業料が

免除されますが、この場合の免除申請は不要です。 

以 上 

問い合わせ：学生課 学務グループ 

TEL 072-254-8415 


